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第１ 監査の概要 

 
 １ 監査の種類 
   地方自治法第１９９条第２項の規定に基づく行政事務の執行についての監査（行政監査） 
 
 ２ 行政監査のテーマ 
   普通財産（土地：宅地）の管理状況について 
 
 ３ 監査の目的 
   公有財産の管理及び運営については、地方財政法第８条に「地方公共団体の財産は、常に

良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しな

ければならない。」と定められている。また、厳しい財政状況のなかで、これらの財産を適切

に維持管理するとともに、有効に活用することがとりわけ重要となっている。 
   そこで、普通財産（土地：地目が「宅地」であるもの）に関する事務の執行について、そ

の管理が適正かつ効率的に行われているか、効果的な運用が図られているかなどの観点から

監査を実施することにより、今後の財産管理の適正かつ効率的な管理と運用に資することを

目的とする。 
 
 ４ 監査の対象 
   財政経営部 管財課 
   政策推進部 政策推進課 
   総 務 部 人事課、人権・同和政策課 
   楠総合支所 振興課 
   福 祉 部 福祉総務課、児童福祉課、介護・高齢福祉課、障害福祉課 
   商工農水部 商業観光課、けいりん事業課、農水振興課 
   環 境 部 生活環境課 
   都市整備部 市街地整備・公園課、市営住宅課 
   教育委員会 教育総務課 
 
 ５ 事前調査期間 

書類審査  平成２１年１０月２７日～平成２１年１２月１６日 
   現地調査  平成２１年１２月１７日～平成２１年１２月１８日 
 
 ６ 監査日 

監査実施：平成２２年１月２８日 
 
 ７ 監査の実施方法 
 ① 全数調査 

    平成２１年３月３１日現在管理している普通財産について、所管課から調査票の提出を

求め、監査対象全体の概要調査を実施した。 
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    調査の実施にあたっては、調査項目を「貸付けているもの」と「未利用のもの」に区分

して調査を実施した。 
  ② 抽出調査（書類審査・現地調査） 
    所管課から提出を求めた全体の概要調査に基づき、貸付、利用中、未利用の項目から 
   用途別、地域別等を考慮し、土地のなかで地目が「宅地」であるもの２１２件のうち、 
   １３８件を抽出して関係帳票等の提出を求め、関係書類の審査及び現地調査（２８件）を 

実施するとともに、必要に応じて口頭による質問調査を行った。 
 
   ※以下、文中及び表中の面積は現況面積とし、小数点以下を切り捨てた。 

従って、内訳面積と合計面積が一致しない場合がある。 
また、件数は財産台帳のなかの「名称」により算出した。 

 
監査対象の普通財産 

土  地 （宅 地） 
区  分 

件 数 面  積 

監査対象  ２１２件 １９３，４９２㎡ 

抽出監査対象  １３８件 １４６，０３７㎡ 

抽出率（％）   ６５％ ７５％ 

 
 ８ 監査の着眼点 
（１）普通財産の管理状況について 

①土地台帳が整備され、記載事項に不備はないか。 
②公図等必要な書類は保存されているか。 
③草刈や危険防止策など日常の維持管理がなされているか。 
④無断使用など不法占用されていないか。 

（２）貸付財産の状況について 
   ①貸付の理由、期間、貸付料等の貸付手続きは適切か。 
   ②貸付内容と現地は一致しているか。 
   ③貸付契約書に不備はないか。 
（３）未利用の財産について 
   ①未利用財産の活用や処分等の計画は適切か。 
 
 
第２ 監査対象の概要 

 
（１）普通財産の状況 
   平成２１年３月３１日現在、四日市市が所有する普通財産の土地の面積は 
１，７８６，８０６㎡であり、そのなかで地目が「宅地」の面積は１９３，４９２㎡となっ

ている。 
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   所管課別でみると、普通財産の主管課である管財課が９０，０８５㎡と最も多く、全体の

４６％を占めており、そのなかの主なものは、公会所用地５２，１１９㎡であり、全体の約

５８％を占めている。 
〔表１〕 

利 用 状 況 別 内 訳 
所管課 面 積 

貸 付 未利用 

管 財 課 ９０，０８５㎡ ７６，８３２㎡ １３，２５３㎡ 

政策推進課 ４１，０９４ ４１，０９４ ０ 

人 事 課 ４０７ ４０７ ０ 

人権・同和政策課 ３，２２７ ３，２２７ ０ 

楠総合支所 振興課 ２８ ２８ ０ 

福祉総務課 １，５７１ １，５７１ ０ 

児童福祉課 ２１，１３７ ２１，１３７ ０ 

介護・高齢福祉課 ６，９３７ ６，９３７ ０ 

障害福祉課 １，４７９ １，１１３ ３６５ 

商業観光課 ８０ ８０ ０ 

けいりん事業課 ６，５０５ ６，５０５ ０ 

農水振興課 ４８５ ４８５ ０ 

生活環境課 ２，６７６ ２，５８４ ９２ 

市街地整備・公園課 ４，８９９ ３，６８６ １，２１３ 

市営住宅課 ５，０６１ ０ ５，０６１ 

教育総務課 ７，８１４ ７，８１４ ０ 

合  計 １９３，４９２ １７３，５０７ １９，９８４ 

 
（２）貸付財産の状況 
   貸付財産の件数及び面積は、１９５件 １７３，５０７㎡で、その内訳としては、「有償貸

付」が３４件 ５７，６５３㎡、「無償貸付」が１６１件 １１５，８５４㎡となっている。 
※一部貸付についても１件として算定した。 
〔表２〕 

有償貸付 無償貸付 合   計 
貸 付 先 

件数 面積 件数 面積 件数 面積 

他の地方自治体 １６ ８，７６８㎡ １ ７，８１４㎡ １７ １６，５８２㎡

公共的団体 ５ １，１８１ １５９ １０８，０２１ １６４ １０９，２０３ 

民間企業・個人 １３ ４７，７０２ １ １８ １４ ４７，７２１ 

  合  計 ３４ ５７，６５３ １６１ １１５，８５４ １９５ １７３，５０７ 
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   貸付目的別内訳は表３のとおりである。 
  〔表３〕 

有償貸付 無償貸付 合   計 
貸付目的 

件数 面積 件数 面積 件数 面積 

公会所、自治会倉

庫敷地等 
１ １１９㎡ １３１ ６０，７９５㎡ １３２ ６０，９１４㎡

官公署、学校敷地 １６ ８，７６８ １ ７，８１４ １７ １６，５８２ 

住宅用地 ５ １，２１４ １ １８ ６ １，２３２ 

福祉関係施設敷地 
(保育園等) 

０ ０ １２ ３０，７５９ １２ ３０，７５９ 

商工業用地 ５ ４３，２２８ ０ ０ ５ ４３，２２８ 

駐車場 ５ ３，９６７ １ ３０６ ６ ４，２７３ 

その他 ２ ３５４ １５ １６，１６０ １７ １６，５１４ 

  合  計 ３４ ５７，６５３ １６１ １１５，８５４ １９５ １７３，５０７ 

 
（３）未利用財産の状況 
   未利用財産の面積は、１９，９８４㎡となっている。 
   所管課別でみると、管財課が１３，２５３㎡と最も多く、全体の６６％を占めており、次

に、市営住宅課が５，０６１㎡となっている。 
 
 
第３ 監査の結果 

   公有財産の管理については、監査の目的のなかでも述べたとおり「地方公共団体の財産は、

常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用し

なければならない。」とされている。 
   公有財産は市民の貴重な財産であるとの認識のうえ、下記に記述した改善すべき点及び検

討を要するものについて適切な処置を講じるよう努められたい。 
 
＜ 共 通 事 項 ＞ 

〔指摘事項〕 
（１）貸付契約について 

普通財産の貸付に係る事務については、貸付契約の締結がなされていないものや、貸付

期間が経過しているにもかかわらず契約の更新がなされていないものなど、全庁的に財産

管理に対するチェック機能が充分に働いていない状況が見受けられた。また、四日市市公

有財産規則では、特定の場合を除き、普通財産の貸付にあたっては、借受人に相当の担保

を提供させるか、又は確実な保証人を立てさせることとしているが、担保の提供や保証人

を立てていない契約が見受けられた。契約更新時においては、関係法令を含め、再度契約

内容の検証を行うなど、細心の注意を払うこと。           【是正改善事項】 
 



- 5 - 

（２）無償貸付について 
公会所用地として多くの土地を管理しているが、なかには自治会が法人格を取得した後

に無償で譲渡することを条件に、市に一旦寄附された土地を地元自治会に無償で貸し付け

ているものも多い。法人格を取得後も従前の貸付契約により無償貸付を継続しているケー

スもあり、自治会に働きかけ、早急に譲渡手続きを実施すること。   【是正改善事項】 
 
〔所 見〕 
（１）貸付料の算定について 

貸付料の算定については、四日市市公有財産規則に定められているが、評価額に１００

分の４を乗じて算定した額で貸し付けているものと、近隣の実勢価格を参考として定めた

額で貸し付けているものとが見受けられるなど、所管部局によって異なった運用がなされ

ていた。公平性の観点から、統一した運用基準の作成を検討すること。   【検討事項】 
 
（２）無償貸付について 

未利用地や赤道などを自治会活動の駐車場等に利用するため、無償で貸し付けているも

のがあるが、安易な無償貸付は他の自治会との公平性を欠くことになるので、慎重に検討

すること。                              【検討事項】 
 
（３）境界確定について 

一部の土地で、境界が明確になっていないもの（境界標柱がないもの、又は一部はある

が、地籍測量図や過去の立会記録などが確認できなかったもの、公図と現地が不整合なも

の）が見受けられた。境界の確定には、多大な労力と経費、時間を必要とするが、将来に

おける近隣住民との境界トラブルを未然に防止するため、今後、優先度を考慮のうえ、計

画的な境界確定作業の実施に努めること。              【努力要望事項】 
 

（４）日常の維持管理について 

  ア 一部の土地で、不用品や廃材などが置かれているところが見受けられた。廃材等を置

いたまま長期間放置すると、撤去等の交渉がしにくくなり原状回復が困難となるので、

発見したときは早急に対処すること。また、撤去の依頼などは口頭によるだけでなく、

文書により行うことなど、その対処法についても検討すること。     【検討事項】 

イ 現場の見廻りは不法占用や不法投棄などを早期に発見できるだけでなく、牽制効果も

期待できるので、計画的、効率的に見廻り、現場の状況把握と維持管理に努めること。 

【努力要望事項】 

 

（５）普通財産の活用計画について 

普通財産のなかには、特に利活用の計画がない、あるいは計画実行までに相当の期間が

かかることから、未利用の状態になっているものや公共的団体へ無償貸付して長期間経過

しているものが見受けられる。過去の経緯や取得目的等にこだわることなく、関係各課と

調整の上、売却も視野に入れながら、他の有効活用等について検討すること。【検討事項】 
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＜ 個 別 事 項 ＞ 

 

【財政経営部管財課】 
〔指摘事項〕 
（１）貸付財産が貸付目的以外の用途に転用されていた。速やかに原状回復や契約内容の変更

など、適切な措置を講じること。 
また、契約について、昭和 40年代に契約し、1年ごとに自動更新して今日に至っていた。
貸付当時とは事情も違ってきていると思われるので、貸付内容等の再確認を行うとともに

期限を定めた契約に改めること。                  【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

大井の川宅地 
大井の川町１丁目

3849 
地域の遊園地として無償貸付しているが、駐

車場に転用されている 

 
（２）一部貸付の場所が現場で明確に表示されていなかった。速やかに、杭等で貸付部分を明

示すること。                            【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

水沢町東沖宅地 水沢町 2103-4 
民間保育園の職員駐車場として有償で貸付

けているが、駐車位置が契約場所と異なる 

 
（３）貸付にかかる契約がないままに、無償貸付をしていたので、四日市市公有財産規則に基

づき、適正な契約事務を行うこと。                【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀｳﾝ東日野

集会所敷地 
東日野町 4920 

平成 15年 10 月から集会所敷地として無償貸

付しているが、平成 21 年 11 月 30 日まで契

約書が交わされていなかった 

 
（４）無断使用など不法占用が疑われた。不法占用を長期間放置しておくと権利関係などの問

題が発生し、原状回復が困難となる場合も想定される。不法占用が明らかな場合は、速や

かに原状回復の措置を講じるとともに、定期的に現地確認を行うなど管理を徹底すること。 
【是正改善事項】 

施 設 名 所 在 地 現    況 

浜町宅地（２） 浜町 4-18 物干し台が置かれ、犬が繋がれている 

北五味塚不納宅地 
楠町北五味塚 
1972-21 

不法駐車と疑われる車が駐車されていた 

 
〔所 見〕 
（１）草刈や危険防止策など日常の維持管理がなされていなかった。現地の状況把握が充分に

なされていないので、今後、定期的に現地確認を行うなど、適切な財産管理に努めること。 
     【努力要望事項】 
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施 設 名 所 在 地 現    況 

高花平五丁目宅地 高花平五丁目 1-66 進入防止柵など安全対策がなされていない 

松本四丁目宅地 松本四丁目 471-155 入り口チェーンが切断されていた 

 
（２）登記はため池になっているが、現況は近隣住民等が駐車場として無許可で使用していた。

また放置車両と思われるものがあったり、ごみが捨てられているところもあり、日常の維

持管理がなされていなかった。必要な整備を行い、適正に管理するとともに、環境部所管

の隣地との一体的な活用等についても検討すること。           【検討事項】 

施 設 名 所 在 地 現    況 

富田一色 

甚五兵衛池 
富洲原町 309－３ 

近隣住民、富洲原幼稚園・小学校が駐車場と

して無契約で利用している 

 
【福祉部福祉総務課】 
〔指摘事項〕 
（１）建物の貸付契約はあるが、土地についての契約が締結されていないので、実態を調査し

て、適正な事務処理を行うこと。                  【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

旧港保育園 浜町 3番 6号 
建物をシルバー人材センター、きりん作業所

へ貸付契約している 

 
【福祉部児童福祉課】 
〔所 見〕 
（１）境界が明確になっていなかった（境界標柱がなく、地籍測量図や過去の立会記録なども

確認できず、公図と現地が不整合）。境界の確定には、多大な労力と経費、時間を必要とす

るが、今後、計画的な境界確定作業の実施に努めること。      【努力要望事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

エスペランス四日市

敷地 
大字泊村９５４ 児童養護施設敷地として無償貸付している 

 
【福祉部障害福祉課】 
〔指摘事項〕 
（１）小規模授産施設用地として以前貸付けていた事業者所有の建物が放置されているため、

有効活用等の検討ができない状況にあった。当該建物は老朽化が進み、危険な状態にある

ので、法的措置も視野に入れて、早急に対策を講じるよう関係者へ強く働きかけること。 
【是正改善事項】 

施 設 名 所 在 地 現    況 
尾平町小規模授産

施設 
尾平町谷口 1051-1 老朽化した建物が放置されている 
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【商工農水部商業観光課】 
〔指摘事項〕 
（１）財産関係書類が全て紛失していた。速やかに、四日市市公有財産事務取扱規程に基づき、

公有財産台帳や関係図面を整備し、適正な管理に努めること。     【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

中町山車倉庫 中町 221 

四日市商店連合会へ山車倉庫敷地として無

償で貸付しているが、契約書等関係書類は確

認できなかった 

 
【商工農水部農水振興課】 
〔指摘事項〕 
（１）貸付期間が経過しているにもかかわらず、契約の更新がなされていなかった。貸付条件

や内容等を確認し、速やかに契約事務を行うこと。          【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

旧川島地区市民 

センター 

川島町・街道 

  5586 他１筆 

川島土地改良区事務所として無償貸付して

いる 

 
【環境部生活環境課】 
〔所 見〕 
（１）境界が明確になっていなかった（境界標柱がなく、公図と現地が不整合）。境界の確定に

は、多大な労力と経費、時間を必要とするが、今後、計画的な境界確定作業の実施に努め

ること。                             【努力要望事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

旧富洲原洗眼所 富洲原町 309 番 2 未利用 

 
【都市整備部市街地整備・公園課】 
〔指摘事項〕 
（１）貸付契約の締結がなされていなかったので、実態を調査して、適正な事務処理を行うこ

と。                               【是正改善事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

東新町宅地 東新町 1004-7 

橋北通りの植生花苗育成地として無償貸付

しているが、目的に対して貸付面積が広く、

貸付契約も締結していない 

 
〔所 見〕 
（１）草刈や危険防止策など日常の維持管理がなされていなかった。現地の状況把握が充分に

なされていないので、今後、定期的に現地確認を行うなど、適切な財産管理に努めること。 
【努力要望事項】 
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施 設 名 所 在 地 現    況 
国道２３号線沿道

整備地区内宅地 
南納屋町１１９ 危険防止柵の杭が折れていた 

 
 （２）未利用地の利用計画について 

ＪＲ四日市駅周辺活性化事業用地、ＪＲ関西線鉄道高架及び都市計画道路高浜昌栄線の

事業代替地として土地を取得しているが、事業が計画中であるため未利用または駐車場と

して短期に貸付けをしている。本計画の実現には相当の期間を要すると思われるため、計

画中であることを理由に現在の活用状況は妥当であるといえない。取得目的にこだわるこ

となく他の有効活用等についても検討すること。             【検討事項】 
施 設 名 所 在 地 現    況 

東新町宅地 東新町 1004‐9 未利用 

旧東新町警察官舎

跡地 
東新町 1004‐4 未利用 

国道２３号線沿道

整備地区内宅地 
南納屋町１１９ 
他９筆 

未利用又は駐車場として短期に貸付をして

いる 
 
 
第４ まとめ 

 
  今回の行政監査では、都市整備部市街地整備・公園課が所管する８箇所の土地及び、財政経

営部管財課が所管する５箇所の土地の管理状況について、所管部局からの聞き取り調査及び現

地調査を実施した。 
その結果、普通財産（土地）の管理については、草刈や危険防止策など日常の維持管理がな

されていないものが一部に見られ、貸付契約等に課題が残った。 
 

  今回は、普通財産の土地で地目が「宅地」であるものに絞って監査を実施したが、普通財産

は、行政財産と同様に市の貴重な財産であり、これを行政に今後如何に有効に活用するかが重

要な課題である。 
  このため、市が保有する財産の状況を的確に把握し、管理が適切に行われているか、現在利

用されていない財産については、将来の活用や処分の計画が検討されているか、また、貸付財

産については、その貸付条件等は妥当かなどについて再度検証し、財産の適正な管理と有効活

用が図られることを要望する。 
  また、普通財産の活用、処分等にあたっては、関係各課と連絡調整を図り、効率的な管理運

用を推進されるよう要望する。 
 
  なお、現地調査は抽出により実施したものであるので、監査対象外となった土地においても

この監査結果を参考にして、適切な財産管理に努められたい。 


